
委託事業者との基本的契約事項について 

ローソン健康保険組合 

 

当健康保険組合では、下記の基本的契約事項を契約書上に明記することを了承した

業者に限り、外部委託することとします。 

 

【基本的契約事項】 

・委託している業務の内容 

・委託先事業者 

・対象となる個人情報 

・個人情報保護に関する管理体制 

・個人情報の処理に関する外部委託に関する措置 

・個人情報の管理に関する監督 

・守秘義務 

・目的外使用の禁止 

・再委託の原則禁止 

・契約解除事項の設定 

・損害賠償 


